




Ａ）主食用米に飼料用米が混ざってしまわないか不安だなぁ・・・。
Ｂ）多収性専用品種の種子はなかなか手に入りづらいと聞いているけれど・・・・。

Ａ）いきなり専用品種を導入することはコンタミリスクもありますから、まずは作り慣れた主
食用品種から始めることをお勧めします。
Ｂ）全国で２０品種の専用品種のほか、特認品種もあります。お近くのＪＡや農政局にご確
認下さい。

Ａ）飼料用米で所得の確保につながるの？
Ｂ）飼料用米は出荷のときに農産物検査を受ける必要があるの？

ＪＡ系統飼料会社（くみあい飼料）をはじめとして十分な需要を確保しています。詳しくは裏
面をご覧ください。
Ａ）生産された飼料用米はＪＡ全農が買い取りますので、早期に収入を確定できます。
Ｂ）ＪＡグループが責任をもって販売しますので、安心してお近くのＪＡに出荷して下さい。

Ａ）上記の試算のとおり同じ条件で生産したときの飼料用米の所得は主食用米と遜色
ありません。

Ｂ）交付金の支払根拠として検査機関による検査が義務付けられています。

周りに畜産農家は少ないけれど、本当に販売先を確保できるのかなあ。

品目 収量
（注１）

品代 交付金
（注３）

収入合計 生産費
（注４）

所得 特徴

主食用米 530kg
70,700円

～88,300円
（注２）

7,500円
78,200円

～95,800円
71,000円

7,200円
～24,800円

品代に連動して
所得が変動

飼料用米
（注５、６）

530kg （注６） 80,000円
80,000円
＋α（注５）

71,000円
9,000円

＋α
交付金により
所得が安定680kg （注６） 105,000円

105,000円
＋α（注５）

71,000円
34,000円

＋α

注１．上記比較表では全国平年収量５３０ｋｇ／１０ａ、飼料用米については全国平年収量の場合の数量払いの上限６８０ｋｇ／１０ａにより試算しています。
注２．主食用米の品代は需給動向によって変動するため、8,000~10,000円/60kgの幅で試算しています。
注３．交付金は、主食用米については米の直接支払交付金、飼料用米については水田活用の直接支払交付金（戦略作物助成）を対象に試算しています。
注４．生産費は農林水産省「平成２５年産米生産費」のうち作付規模５．０～１０．０ｈａの平均をもとに、家族労働費、自己資本利子、自作地地代を除いて

試算しています。なお、飼料用米の生産費について、農林水産省の試算では、農機具費及び自動車費を控除しています。
注５．飼料用米については、このほか、産地交付金（県・市町村段階）が上乗せされる場合があります。
注６．飼料用米の品代については、販売価格や流通経費等について需要者等と協議したうえで決定されます。
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